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米国では大学生が大学生活をう

まくやっていくために，障害をも

つ学生に対しても支援を行うこと

が，連邦法と大学の運営機関の責

任として義務化されています。米

国の大学での学生への援助は多様

ですが，注意欠如・多動性障害

（ADHD）と学習障害（LD）をも

つ学生についての現状と支援シス

テムを紹介します。

まず，障害をもちながら大学に

入学する学生数は増加していま

す。米国の 2 年制と 4 年制の大

学を対象にした調査では，86 パ

ーセントの大学に LDをもつ学生

が在籍しており，79 パーセント

の大学に ADHD をもつ学生が在

籍しています（Raue & Lewis,

2011）。これら二つは発達障害の

中で最も在学生が多く，障害をも

学業的な便宜としては，一般的に，

試験時間の延長や静かな環境での

試験，ノートテーカー，教員や他

の学生からのノートの借用，学業

スキルについての個別指導者の配

置，適応するための機器（たとえ

ば，教科書の音声録音，講義の録

音）があります（Raue & Lewis,

2011）。これらに必要な費用は大

学が負担するように義務付けられ

ています。実際には，大学から認

められた学生が学期開始時に書面

を教員に提出し，最適な便宜につ

いて教員と学生がともに話し合い

を行うことが理想的です。たとえ

ば，大学から担当教員の授業ノー

トの借用を承認された学生の場

合，学生と担当教員とで話し合っ

た結果，パワーポイントのスライ

ドを配布することがノートの借用

つ大学生全体の 18 ～ 31 パーセ

ントを占めます。

連邦政府から助成金を受けてい

る大学は学生に対して「妥当な便

宜を図ること」が義務付けられて

おり，「障害が特定されていない」

大学生にも学業面で平等な機会を与

えなければなりません（Americans

with Disabilities Act of 1990, 42

U.S.C.）。便宜を図る目的は，障

害をもつ大学生に対して到達すべ

き学業目標を下げることではな

く，障害をもつ大学生を含めたす

べての大学生が平等に学業経験を

積む機会を得るように配慮するこ

とです。たとえば，ADHDや LD

をもつ大学生に試験時間の延長は

認めても，試験の内容を修正する

ことはありません。
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よりも役に立つこともあります

（のちに，他の学生にも配布する

ことになりました）。つまり，教

員が一方的にアドバイスを行うと

いう態度ではなく，学生と教員が

率直に便宜について話し合うこと

で，より良い支援と学習成果につ

ながります。

米国では，高校までは学校が法

的義務として学生の障害を特定

し，ニーズを評価し，必要な教育

サービスを供給します。しかし大

学生になると，障害のある大学生

自らが適切な部署に申請しなけれ

ば，大学から便宜を受けることは

できません。つまり自分自身でど

のサービスを利用する必要がある

のかを考え，また大学側が求める

必要書類を病院などの外部施設で

取得する必要があります。この大

学生生活への移行は，障害をもつ

大学生にとって慣れるために時間

がかかりますが，障害をもたない

大学生と同様に，意思決定とセル

フケアを自らの責任で行うことを

学ぶ必要があるということを意味

しています。

多くの大学には，障害サポート

オフィスが設置されています。大

学はすべての学生のサポートを行

いますので，その中で LDや ADHD

をもつ学生の支援も行います。筆

者（Dr. Knouse）が勤務する大学

では，学業スキルセンターが設置

されていて，チューターの配置や

学業スキル訓練を無料で行ってい

ます。米国の多くの大学に設置さ

れている学内カウンセリングセン

ターでは，すべての学生が短期カ

ウンセリングを受けることができ

ます。LDや ADHDをもつ大学生

は，特有の自己管理スキルについ

てのカウンセリング，併存する精

神疾患の治療，学業や日常生活を

上手くやっていくための支持的カ

ウンセリングを活用します。学内

カウンセリングセンターでは，学

業に必要な能力の査定を行う施設

もあります。障害サポートオフィ

スや学業スキルセンターのような

全学生を対象とした大学システム

としての援助は，ADHDや LDを

もつ大学生が，自らの障害を認め

ていなくとも，大学での勉強に困

難さを感じた際にサポートを受け

やすいという点でも有用です。

法律には従う義務があります

が，大学としても障害をもつ大学

生の成功のために多額の予算を費

やしており，ADHDと LDをもつ大

学生にも権利と能力を発揮しても

らおうと熱心に取り組んでいま

す。発達障害をもつ大学生に特化

した支援を行う大学もあります。

バーモント州の 2年制私立大学で

ある Landmark Collegeは，「LD，

ADHD，自閉症スペクトラム障害

をもつ学生のみ」の入学を受け入

れています。この大学では，発達

障害をもつ学生が卒業後に，4年

制大学に編入して成功するために

必要となる学業スキルを身につけ

ることに焦点を当てていて，発達

障害をもつ大学生が，在学中だけ

でなく，卒業後にも能力を発揮し

やすくなるように支援していま

す。

研究という観点でも，教育学と

臨床心理学の分野で発達障害をも

つ大学生への支援は注目されてい

ます。たとえば，ADHD をもつ

大学生に対するピア・コーチング

の実践や，研究成果が積み上げら

れつつある成人の ADHD に対す

る認知行動療法（たとえば，

Safren et al., 2010）を大学生に特

化した形式で適用しようと試みて

います。さらに，ユニバーサル・

デザイン・アプローチに則り，障

害の有無にかかわらず，アセスメ

ントと教示法をすべての大学生に

対して行い，さまざまな学業ニー

ズに合った支援によって利益が得

られることが認識されつつありま

す（Lombardi, Murray & Gerdes,

2011）。

米国の大学における ADHD と

LD をもつ大学生へのサポート

は，法定基準によって制約がある

ものの，その仕組みや領域は多岐

にわたります。米国では，これま

でに培われた ADHD と LD への

支援を大学生に適用させようと試

みている最中であり，大学教員，

臨床家，研究者として，その必要

性と責任を強く感じています。
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